
 

 

 企画業務型裁量労働制の対象業務となり得えない業務の例は以下のとおりです

（指針）。 

 ① 経営に関する会議の庶務等の業務 

 ② 人事記録の作成及び保管，給与の計算及び支払，各種保険の加入及び脱退，

採用・研修の実施等の業務 

 ③ 金銭の出納，財務諸表・会計帳簿の作成及び保管，租税の申告及び納付，予

算・決算に係る計算等の業務 

 ④ 広報誌の原稿の校正等の業務 

 ⑤ 個別の営業活動の業務 

 ⑥ 個別の製造等の作業，物品の買い付け等の業務 

 

Ｑ311．企画業務型裁量労働制の対象業務となり得ない業務の例を教え

て下さい。 


